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シンクタンク研究員による

Vol.07

今年末からスタートする
財産債務調書制度を理解する

図表１　財産債務調書の記載事項

区　　分
区分の中の小分類 記載内容

備　　考
種 類 別 用途別 所在別 価額 取得価額 その他

①

財　
　
　
　
　
　
　
　

産

土地 － ○ ○ ○ － 地所数、面積 庭園その他土地に附設したも
のを含む

② 建物 － ○ ○ ○ － 戸数、床面積 附属設備を含む
③ 山林 － ○ ○ ○ － 面積 林地は、土地に含ませる
④ 現金 － ○ ○ ○ － － －

⑤ 預貯金 当座預金、普通預金、
定期預金等の別 ○ ○ ○ － － －

⑥ 有価証券
株式、公社債、投資信託、
特定受益証券発行信託、
貸付信託等の別および銘柄別

○ ○ ○ ○ 数量
特定口座またはNISA口座内
のものについては銘柄別に記
載しなくてよい

⑦ 匿名出資組合の
出資の持分 匿名組合の別 ○ ○ ○ ○ 数量 －

⑧ 未決済信用取引等
に係る権利

信用取引および発行日取引の
別ならびに銘柄別 ○ ○ ○ ○ 数量 －

⑨ 未決済デリバティブ
取引に係る権利

先物取引、オプション取引、
スワップ取引等の別および
銘柄別

○ ○ ○ ○ 数量 －

⑩ 貸付金 － ○ ○ ○ － － －

⑪ 未収入金
（受取手形を含む） － ○ ○ ○ － －

事業に伴うもので総額100万
円未満のものは所在別に区分
せず、件数と総額を記載する
ことでもよい

⑫ 書画骨とう
および美術工芸品

書画、骨とうおよび
美術工芸品の別 ○ ○ ○ － 数量 一点10万円未満のものを除く

⑬ 貴金属類 金、白金、ダイヤモンド等の
別 ○ ○ ○ － 数量

貴金属類のうち、装身具は事
業用のものを除き、家財とし
て扱ってよい

⑭ ④・⑫・⑬以外の
動産 適宜設けた区分の別 ○ ○ ○ － 数量

一個または一組の価額が10万
円未満のものを除く（家庭用
動産の場合は、一個または一
組の取得価額が100万円未満
のものも除く）

⑮ その他の財産 預託金、保険の契約に関する
権利等の適宜設けた区分の別 ○ ○ ○ － 数量 ⑪備考欄に同じ

⑯

債　

務

借入金 － ○ ○ ○ － － －

⑰ 未払金
（支払手形を含む） － ○ ○ ○ － － ⑪備考欄に同じ

⑱ その他の債務 前受金、預り金等の適宜
設けた区分の別 ○ ○ ○ － － ⑪備考欄に同じ

（注） 用途別とは、「事業用」および「一般用」の別をいう。この表は平成27年７月21日現在の法令をもとに作成したものであり、今
後、実際の施行までの間に、通達等により取扱いが変わる可能性がある。

（出所）法令・通達等をもとに大和総研作成

成
27
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
、

「
財
産
債
務
調
書
制
度
」
が

導
入
さ
れ
る
。

　

財
産
債
務
調
書
と
は
、
貸
借
対
照

表
（
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
）
の
個
人
版

の
よ
う
な
も
の
で
、
個
人
が
保
有
す

る
財
産
と
債
務
に
つ
い
て
種
類
別
に

そ
の
金
額
や
数
量
な
ど
を
記
載
す
る
。

　

個
人
の
う
ち
、「
１
．提
出
義
務
者
」

で
解
説
す
る
一
定
の
基
準
に
該
当
す

る
提
出
義
務
者
に
つ
い
て
は
、
今
年

（
平
成
27
年
）
の
12
月
31
日
に
お
け

る
財
産
・
債
務
の
状
況
に
つ
い
て
、

来
年（
平
成
28
年
）
の
３
月
15
日（
所

得
税
の
確
定
申
告
期
限
）
ま
で
に
提

出
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
る
。

提
出
義
務
者

　

財
産
債
務
調
書
の
提
出
義
務
が
あ

る
の
は
、
次
の
３
つ
の
条
件
す
べ
て

に
該
当
す
る
人
で
あ
る
。

①
そ
の
年
の
所
得
要
件
に
あ
て
は
ま

る②
そ
の
年
の
12
月
31
日
時
点
で
資
産

要
件
に
該
当
す
る

③
所
得
税
の
確
定
申
告
義
務
が
あ
る

意
す
る
必
要
が
あ
る
。

財
産
債
務
調
書
の
記
載
事
項

　

財
産
債
務
調
書
の
記
載
事
項
は
、

次
ペ
ー
ジ
の
図
表
１
に
示
さ
れ
る
。

記
載
す
る
際
に
は
、
資
産
は
図
表
１

の
①
〜
⑮
の
区
分
に
、
負
債
は
⑯
〜

⑱
の
区
分
に
分
け
る
。
な
お
、
⑥
〜

⑨
の
資
産
に
関
し
て
は
、
財
産
の
価

額
（
時
価
）
だ
け
で
な
く
、
取
得
価

額
（
簿
価
）
も
併
せ
て
記
載
す
る
必

要
が
あ
る
。

　

預
貯
金
や
現
金
な
ど
は
財
産
の
価

額
（
時
価
）
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、

土
地
や
建
物
、
未
上
場
株
式
な
ど
に

つ
い
て
は
財
産
の
価
額
（
時
価
）
の

見
積
り
が
必
要
に
な
る
。

　

こ
の
見
積
り
の
方
法
に
つ
い
て
は
、

通
達
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、

土
地
や
建
物
に
つ
い
て
は
固
定
資
産

税
評
価
額
、
未
上
場
株
式
で
あ
れ
ば

１
株
あ
た
り
純
資
産
に
基
づ
く
評
価

額
に
よ
っ
て
見
積
も
っ
て
も
よ
い
と

さ
れ
て
い
る
（
こ
の
方
法
は
あ
く
ま

で
一
例
で
あ
り
、
ほ
か
の
方
法
も
通

達
に
記
載
さ
れ
て
い
る
）。

人
（
個
人
）
で
あ
る

　

こ
の
条
件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、

翌
年
の
３
月
15
日
（
所
得
税
の
確
定

申
告
期
限
の
日
）
ま
で
に
税
務
署
に

財
産
債
務
調
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

所
得
要
件
と
は
、
総
所
得
金
額
お

よ
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
が
年

２
０
０
０
万
円
を
超
え
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
に
は
、
退
職
所
得
金
額
は

含
ま
れ
な
い
が
、
申
告
分
離
課
税
の

株
式
譲
渡
所
得
等
は
含
ま
れ
る
。

　

資
産
要
件
と
は
、
財
産
の
価
額
が

時
価
で
３
億
円
以
上
あ
る
か
、
ま
た

は
「
有
価
証
券
等
お
よ
び
未
決
済
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
等
」
が
時
価
で
１
億
円

以
上
あ
る
か
、
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
い
う
財
産
に
は
、
預
貯
金
、

有
価
証
券
、
不
動
産
、
自
動
車
、
家

財
、
書
画
骨
董
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
国

内
・
国
外
に
保
有
す
る
財
産
が
含
ま

れ
る
。

　

ま
た
、
純
資
産
３
億
円
以
上
で
は

な
く
、
債
務
を
控
除
す
る
前
の
金
額

で
時
価
３
億
円
以
上
で
あ
る
点
も
注

　

な
お
、
こ
れ
ら
の
財
産
・
債
務
は

日
本
国
内
に
あ
る
も
の
に
限
ら
ず
、

国
外
に
あ
る
も
の
も
含
ま
れ
る
。
た

だ
し
、
財
産
債
務
調
書
の
提
出
義
務

者
が
国
外
財
産
調
書
の
提
出
義
務
も

あ
る
と
き
は
、
国
外
財
産
に
つ
い
て

は
国
外
財
産
調
書
に
記
載
し
、
財
産

債
務
調
書
に
は
国
外
財
産
の
総
額
だ

け
を
記
載
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

過
少
申
告
加
算
税
等
の

加
算
・
減
算

　

財
産
債
務
調
書
の
提
出
を
促
進
す

る
施
策
と
し
て
、
所
得
税
に
関
し
て

は
、
過
少
申
告
加
算
税
・
無
申
告
加

算
税
の
加
減
算
措
置
が
設
け
ら
れ
る

（
図
表
２
）。

　

財
産
債
務
調
書
に
記
載
し
た
財
産

ま
た
は
債
務
に
係
る
所
得
税
の
申
告

漏
れ
ま
た
は
無
申
告
（
以
下
、
申
告

漏
れ
等
）
を
税
務
署
か
ら
指
摘
さ
れ

た
際
、
当
該
申
告
漏
れ
等
に
つ
き
期

限
内
に
提
出
さ
れ
た
財
産
債
務
調
書

に
記
載
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、
過
少

申
告
加
算
税
・
無
申
告
加
算
税
に
つ

平
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是
枝
俊
悟
●
こ
れ
え
だ
・
し
ゅ
ん
ご

大
和
総
研
研
究
員　

C
F
P
®
認
定
者
・
社
会
保
険
労
務
士

金
融
・
証
券
税
制
、
個
人
に
関
連
す
る
税
・
社
会
保
険
な
ど
を
中
心
に
調
査
分
析
、
提
言
活
動
等
を

行
う
。
近
著
に
、『
徹
底
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン　

あ
な
た
の
家
計
は
こ
う
変
わ
る
！
』（
日
本
法
令
）。

し
た
財
産
債
務
調
書
に
記
載
が
あ
る

と
き
に
は
、
過
少
申
告
加
算
税
・
無

申
告
加
算
税
に
つ
い
て
、
当
該
相
続

税
額
の
５
％
が
減
算
さ
れ
る
。

調
書
提
出
時
の
注
意
事
項

　

財
産
債
務
調
書
の
不
提
出
・
虚
偽

記
載
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、

国
外
財
産
調
書
の
よ
う
な
特
別
な
罰

則
規
定
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
も

っ
と
も
、
税
務
署
に
は
財
産
債
務
調

書
に
係
る
質
問
検
査
権
が
認
め
ら
れ

て
い
る
。

　

不
誠
実
な
対
応
を
し
た
場
合
、
本

格
的
な
税
務
調
査
が
行
わ
れ
る
可
能

性
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
財
産
債
務

調
書
は
し
っ
か
り
と
記
載
し
て
期
限

内
に
提
出
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
有
価
証
券
等
に
つ
い
て
は
、

国
外
の
も
の
を
含
め
、
時
価
だ
け
で

な
く
、
取
得
価
額
も
財
産
債
務
調
書

に
記
載
す
る
必
要
が
あ
る
。

い
て
、
当
該
所
得
税
額
の
５
％
が
減

算
さ
れ
る
。

　

他
方
、
当
該
所
得
に
係
る
資
産
に

つ
い
て
財
産
債
務
調
書
に
記
載
す
べ

き
も
の
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

財
産
債
務
調
書
に
記
載
が
な
か
っ
た

と
き
に
は
、
過
少
申
告
加
算
税
・
無

申
告
加
算
税
に
つ
い
て
、
当
該
所
得

税
額
の
５
％
が
加
算
さ
れ
る
。

　

所
得
税
と
同
様
に
、
相
続
税
に
お

い
て
も
、
財
産
債
務
調
書
の
提
出
を

促
進
す
る
施
策
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　

相
続
税
の
申
告
漏
れ
等
を
税
務
署

か
ら
指
摘
さ
れ
た
際
、
当
該
申
告
漏

れ
と
な
っ
た
財
産
に
つ
い
て
被
相
続

人
ま
た
は
相
続
人
が
期
限
内
に
提
出

　

も
し
取
得
価
額
を
正
確
に
記
載
し

な
か
っ
た
場
合
、
後
に
財
産
債
務
調

書
に
記
載
し
た
有
価
証
券
等
を
譲
渡

し
た
際
に
、
確
定
申
告
書
に
添
付
す

る
明
細
書
と
財
産
債
務
調
書
の
取
得

価
額
の
整
合
性
を
問
わ
れ
る
可
能
性

が
あ
る
。

　

時
価
と
違
っ
て
取
得
価
額
は
原
則

と
し
て
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
た

め
、
有
価
証
券
等
の
取
得
価
額
に
つ

い
て
は
、
特
に
注
意
し
て
記
載
す
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

例
え
ば
、
上
場
株
式
の
取
得
価
額

が
わ
か
ら
な
い
場
合
、
譲
渡
所
得
等

の
計
算
の
際
に
は
図
表
３
の
フ
ロ
ー

に
よ
り
取
得
価
額
を
確
定
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
財
産
債
務
調
書
に

お
い
て
取
得
価
額
を
記
載
す
る
際
も
、

取
得
価
額
が
わ
か
ら
な
い
も
の
が
あ

れ
ば
、
図
表
３
の
フ
ロ
ー
に
し
た
が

っ
て
、
正
確
に
記
載
す
る
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。 

図表２　調書の提出・不提出による過少申告加算税・無申告加算税の加減算
申告漏れ等となった所得（に係
る財産・債務）について、財産
債務調書に記載があるとき

申告漏れ等となった所得（に係
る財産・債務）について、財産
債務調書に記載がないとき

所得税の場合 当該所得税額の５％減算 当該所得税額の５％加算

相続税の場合 当該相続税額の５％減算 －

（出所）法令をもとに大和総研作成

図表３　株式等の取得価額の確定方法

取引報告書
あり

あり

あり

なし

なし

なし

顧客勘定元帳
（証券会社）

（出所）国税庁「平成21年分株式等の譲渡所得等の申告のしかた（記載例）」をもとに大和総研作成

株券電子化後手元に
残った株券の裏面

株主名簿・複本
株式異動証明書
（株式の発行会社）
（証券代行会社）

名
義
書
換
日
の
確
認

証券会社の
データベースや
当時の新聞記事
等による
終値の確認

株
式
等
の
取
得
価
額

本人の手控え
（例：日記帳や預金通帳）
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